
 
 

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    富山富山富山富山県介護支援専門員協会県介護支援専門員協会県介護支援専門員協会県介護支援専門員協会    定款定款定款定款    

第１章第１章第１章第１章    総総総総        則則則則    

    

（名（名（名（名    称）称）称）称）    

第１条第１条第１条第１条    この法人は、一般社団法人この法人は、一般社団法人この法人は、一般社団法人この法人は、一般社団法人    富山富山富山富山県介護支援専門員協会（以県介護支援専門員協会（以県介護支援専門員協会（以県介護支援専門員協会（以            

下「当法人」）という。下「当法人」）という。下「当法人」）という。下「当法人」）という。    

    

（事務所）（事務所）（事務所）（事務所）    

第２条第２条第２条第２条    当法人は、主たる事務所を当法人は、主たる事務所を当法人は、主たる事務所を当法人は、主たる事務所を富山県富山市安住町富山県富山市安住町富山県富山市安住町富山県富山市安住町 5555 番番番番 21212121 号富山号富山号富山号富山

県総合福祉会館内（サンシップとやま）県総合福祉会館内（サンシップとやま）県総合福祉会館内（サンシップとやま）県総合福祉会館内（サンシップとやま）３階３階３階３階に置く。に置く。に置く。に置く。    

２２２２    当法人は、会員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置当法人は、会員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置当法人は、会員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置当法人は、会員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置

くことが出来る。くことが出来る。くことが出来る。くことが出来る。    

    

第２章第２章第２章第２章    目的および事業目的および事業目的および事業目的および事業    

    

（目（目（目（目    的）的）的）的）    

第３条第３条第３条第３条    当法人は、当法人は、当法人は、当法人は、富山富山富山富山県内の介護県内の介護県内の介護県内の介護支援専門員が、介護保険制度の趣支援専門員が、介護保険制度の趣支援専門員が、介護保険制度の趣支援専門員が、介護保険制度の趣

意をよく理解し、知識・技術の意をよく理解し、知識・技術の意をよく理解し、知識・技術の意をよく理解し、知識・技術の研鑽研鑽研鑽研鑽に努め、すべての県民がよりよいに努め、すべての県民がよりよいに努め、すべての県民がよりよいに努め、すべての県民がよりよい

福祉福祉福祉福祉を享受できる社会の実現に寄与することを目的とすを享受できる社会の実現に寄与することを目的とすを享受できる社会の実現に寄与することを目的とすを享受できる社会の実現に寄与することを目的とする。る。る。る。    

    

（活動の種類）（活動の種類）（活動の種類）（活動の種類）    

第４条第４条第４条第４条    当法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の当法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の当法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の当法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の

活動を行う。活動を行う。活動を行う。活動を行う。    

（１）介護支援専門員の資質向上に関する活動（１）介護支援専門員の資質向上に関する活動（１）介護支援専門員の資質向上に関する活動（１）介護支援専門員の資質向上に関する活動    

（２）各種研修に対する活動（２）各種研修に対する活動（２）各種研修に対する活動（２）各種研修に対する活動    

（３）介護支援サービスに関する調査（３）介護支援サービスに関する調査（３）介護支援サービスに関する調査（３）介護支援サービスに関する調査・研究・研究・研究・研究活動活動活動活動    

    

（事（事（事（事    業）業）業）業）    

第５条第５条第５条第５条    当法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。当法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。当法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。当法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。    

（１）介護支援専門員の資質向上に関する研修会の開催（１）介護支援専門員の資質向上に関する研修会の開催（１）介護支援専門員の資質向上に関する研修会の開催（１）介護支援専門員の資質向上に関する研修会の開催    

（２）介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の整備（２）介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の整備（２）介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の整備（２）介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の整備    

（３）介護支援専門員の業務（３）介護支援専門員の業務（３）介護支援専門員の業務（３）介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供遂行に関する情報の提供遂行に関する情報の提供遂行に関する情報の提供    

（４）介護支援サービスに関する調査・研究（４）介護支援サービスに関する調査・研究（４）介護支援サービスに関する調査・研究（４）介護支援サービスに関する調査・研究    

（５）日本介護支援専門員協会（５）日本介護支援専門員協会（５）日本介護支援専門員協会（５）日本介護支援専門員協会富山富山富山富山県支部としての連絡調整県支部としての連絡調整県支部としての連絡調整県支部としての連絡調整    



 
 

（６）関係機関及び関係団体との連絡・調整（６）関係機関及び関係団体との連絡・調整（６）関係機関及び関係団体との連絡・調整（６）関係機関及び関係団体との連絡・調整    

（７）介護支援専門員に関する刊行物の発行（７）介護支援専門員に関する刊行物の発行（７）介護支援専門員に関する刊行物の発行（７）介護支援専門員に関する刊行物の発行    

（８）その他当法人の目的を達成するために必要な事業（８）その他当法人の目的を達成するために必要な事業（８）その他当法人の目的を達成するために必要な事業（８）その他当法人の目的を達成するために必要な事業    

    

第３章第３章第３章第３章    会会会会        員員員員    

    

（種（種（種（種    別）別）別）別）    

第６条第６条第６条第６条    当法人は、正会員及び賛助会員をもって構成する。当法人は、正会員及び賛助会員をもって構成する。当法人は、正会員及び賛助会員をもって構成する。当法人は、正会員及び賛助会員をもって構成する。    

（１）正会員は、介護保険法（平成（１）正会員は、介護保険法（平成（１）正会員は、介護保険法（平成（１）正会員は、介護保険法（平成 9999 年法律第１２３号）第年法律第１２３号）第年法律第１２３号）第年法律第１２３号）第 7777 条第条第条第条第 1111

項第項第項第項第 5555 号に規定する介護支援専門号に規定する介護支援専門号に規定する介護支援専門号に規定する介護支援専門員、又は同法第員、又は同法第員、又は同法第員、又は同法第 69696969 条の２第条の２第条の２第条の２第 1111 項に規項に規項に規項に規

定する介護支援専門員の登録を受けている定する介護支援専門員の登録を受けている定する介護支援専門員の登録を受けている定する介護支援専門員の登録を受けている者のいずれかであって、者のいずれかであって、者のいずれかであって、者のいずれかであって、富富富富

山山山山県内に住所又は就業先を有している者とする。県内に住所又は就業先を有している者とする。県内に住所又は就業先を有している者とする。県内に住所又は就業先を有している者とする。    

（２）賛助会員は、当法人の趣意（２）賛助会員は、当法人の趣意（２）賛助会員は、当法人の趣意（２）賛助会員は、当法人の趣意を理解して運営を理解して運営を理解して運営を理解して運営をををを援助する個人・事援助する個人・事援助する個人・事援助する個人・事

業所・施設及び団体等と業所・施設及び団体等と業所・施設及び団体等と業所・施設及び団体等とする。する。する。する。    

（３）当法人は、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に（３）当法人は、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に（３）当法人は、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に（３）当法人は、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律（以下「一般法人法」という）の定める「社員」とする。関する法律（以下「一般法人法」という）の定める「社員」とする。関する法律（以下「一般法人法」という）の定める「社員」とする。関する法律（以下「一般法人法」という）の定める「社員」とする。    

    

（入（入（入（入    会）会）会）会）    

第７条第７条第７条第７条    会員の入会については、所会員の入会については、所会員の入会については、所会員の入会については、所定事項を記入した入会申込書を提定事項を記入した入会申込書を提定事項を記入した入会申込書を提定事項を記入した入会申込書を提

出し、理事会の承認を得なけれ出し、理事会の承認を得なけれ出し、理事会の承認を得なけれ出し、理事会の承認を得なければならない。ばならない。ばならない。ばならない。    

    

（（（（入会金及び入会金及び入会金及び入会金及び会費）会費）会費）会費）    

第８条第８条第８条第８条    当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会正会正会正会

員及び賛助会員は、総会員及び賛助会員は、総会員及び賛助会員は、総会員及び賛助会員は、総会において別に定めるにおいて別に定めるにおいて別に定めるにおいて別に定める入会金及び入会金及び入会金及び入会金及び会費を納入し会費を納入し会費を納入し会費を納入し

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

    

（会員の資格の喪失）（会員の資格の喪失）（会員の資格の喪失）（会員の資格の喪失）    

第９条第９条第９条第９条    正会員及び賛助会員が次の各号の正会員及び賛助会員が次の各号の正会員及び賛助会員が次の各号の正会員及び賛助会員が次の各号のいずれかいずれかいずれかいずれかに該当するに該当するに該当するに該当する場合に場合に場合に場合に

は、は、は、は、その資格を喪失する。その資格を喪失する。その資格を喪失する。その資格を喪失する。    

（１）退会届の提出をしたとき。（１）退会届の提出をしたとき。（１）退会届の提出をしたとき。（１）退会届の提出をしたとき。    

（２）（２）（２）（２）正会員正会員正会員正会員・賛助会員・賛助会員・賛助会員・賛助会員が死亡し、または賛助会員が所属している団が死亡し、または賛助会員が所属している団が死亡し、または賛助会員が所属している団が死亡し、または賛助会員が所属している団

体等が消滅したとき。体等が消滅したとき。体等が消滅したとき。体等が消滅したとき。    

（３）正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。（３）正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。（３）正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。（３）正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。    

（４）継続して２年以上会費を滞納したとき。（４）継続して２年以上会費を滞納したとき。（４）継続して２年以上会費を滞納したとき。（４）継続して２年以上会費を滞納したとき。    

（５）除名されたとき。（５）除名されたとき。（５）除名されたとき。（５）除名されたとき。    



 
 

（退（退（退（退    会）会）会）会）    

第第第第 10101010 条条条条    会員は、会長が別に定める退会届を理事会に提出して、任意会員は、会長が別に定める退会届を理事会に提出して、任意会員は、会長が別に定める退会届を理事会に提出して、任意会員は、会長が別に定める退会届を理事会に提出して、任意

に退会することができるに退会することができるに退会することができるに退会することができる。。。。    

    

（除（除（除（除    名）名）名）名）    

第第第第 11111111 条条条条    会員が次の各号の会員が次の各号の会員が次の各号の会員が次の各号のいずれかいずれかいずれかいずれかに該当に該当に該当に該当するするするする場合には場合には場合には場合には、総会の、総会の、総会の、総会の決議決議決議決議

により、これを除名することがにより、これを除名することがにより、これを除名することがにより、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、できる。この場合、その会員に対し、できる。この場合、その会員に対し、できる。この場合、その会員に対し、

議決の議決の議決の議決の前前前前にににに弁明弁明弁明弁明の機会を与の機会を与の機会を与の機会を与ええええなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

（１）法（１）法（１）法（１）法令令令令、定、定、定、定款款款款等に等に等に等に違反違反違反違反したとき。したとき。したとき。したとき。    

（２）当法人の名（２）当法人の名（２）当法人の名（２）当法人の名誉誉誉誉をををを傷傷傷傷つけ、設つけ、設つけ、設つけ、設立立立立の趣の趣の趣の趣旨旨旨旨にににに反反反反し、又はし、又はし、又はし、又は秩序秩序秩序秩序をををを乱乱乱乱す行す行す行す行

為為為為をしたとき。をしたとき。をしたとき。をしたとき。    

    

（（（（拠拠拠拠出金出金出金出金品品品品のののの不返還不返還不返還不返還））））    

第第第第 12121212 条条条条    既既既既納の会費およびその他の納の会費およびその他の納の会費およびその他の納の会費およびその他の拠拠拠拠出金出金出金出金品品品品はははは返還返還返還返還しない。しない。しない。しない。    

    

（会員の（会員の（会員の（会員の権利義権利義権利義権利義務）務）務）務）    

第第第第11113333条条条条    正会員は当法人の会議に出正会員は当法人の会議に出正会員は当法人の会議に出正会員は当法人の会議に出席席席席してしてしてして決議決議決議決議にににに参加参加参加参加することができ、することができ、することができ、することができ、

当法人の当法人の当法人の当法人の役役役役員に員に員に員に選選選選出されるこ出されるこ出されるこ出されることができる。とができる。とができる。とができる。    

    

第４章第４章第４章第４章    役役役役    員員員員    等等等等    

    

（種別および定（種別および定（種別および定（種別および定数数数数））））    

第第第第 11114444条条条条    当法人に次の当法人に次の当法人に次の当法人に次の役役役役員を置く。員を置く。員を置く。員を置く。    

（１）理事（１）理事（１）理事（１）理事    ４人以上４人以上４人以上４人以上～～～～２２２２００００人以内人以内人以内人以内    

（２）（２）（２）（２）監監監監事事事事    ２人２人２人２人    

２２２２    理事のう理事のう理事のう理事のうちちちち、１人を会長、、１人を会長、、１人を会長、、１人を会長、3333人を人を人を人を副副副副会長とする。会長とする。会長とする。会長とする。    

３３３３    当法人は、会長をもって、一般法人法の定める当法人は、会長をもって、一般法人法の定める当法人は、会長をもって、一般法人法の定める当法人は、会長をもって、一般法人法の定める代表代表代表代表理事とする。理事とする。理事とする。理事とする。    

（（（（選選選選任等）任等）任等）任等）    

第第第第 15151515 条条条条    理事および理事および理事および理事および監監監監事は、総会において事は、総会において事は、総会において事は、総会において選選選選任する。任する。任する。任する。    

２２２２    会長および会長および会長および会長および副副副副会長は、理事会長は、理事会長は、理事会長は、理事会会会会がががが選選選選任任任任とする。とする。とする。とする。    

３３３３    理事のう理事のう理事のう理事のうちちちちには、それには、それには、それには、それぞぞぞぞれれれれの理事について、そのの理事について、そのの理事について、そのの理事について、その配偶配偶配偶配偶者もしくは者もしくは者もしくは者もしくは

３３３３親親親親等以内の等以内の等以内の等以内の親族親族親族親族が１人をが１人をが１人をが１人を超え超え超え超えてててて含含含含まれ、または当該理まれ、または当該理まれ、または当該理まれ、または当該理事ならびにそ事ならびにそ事ならびにそ事ならびにそ

のののの配偶配偶配偶配偶者および３者および３者および３者および３親親親親等以内の等以内の等以内の等以内の親族親族親族親族が理事の総が理事の総が理事の総が理事の総数数数数の３の３の３の３分分分分の１をの１をの１をの１を超え超え超え超えてててて含含含含

まれることになってはならない。まれることになってはならない。まれることになってはならない。まれることになってはならない。    



 
 

４４４４    監監監監事は、理事またはこの法人の事は、理事またはこの法人の事は、理事またはこの法人の事は、理事またはこの法人の職職職職員を員を員を員を兼ね兼ね兼ね兼ねることができない。ることができない。ることができない。ることができない。    

    

（（（（職職職職    務）務）務）務）    

第第第第 16161616 条条条条    会長は、当法人を会長は、当法人を会長は、当法人を会長は、当法人を代表代表代表代表し、その業務をし、その業務をし、その業務をし、その業務を執執執執行行行行する。する。する。する。    

２２２２    副副副副会長は、会長を会長は、会長を会長は、会長を会長は、会長を補佐補佐補佐補佐し、し、し、し、会長に事会長に事会長に事会長に事故故故故あるとき又は会長があるとき又は会長があるとき又は会長があるとき又は会長が欠欠欠欠けたけたけたけた

ときは、会長があらかじめときは、会長があらかじめときは、会長があらかじめときは、会長があらかじめ指指指指名した名した名した名した順序順序順序順序によって、そのによって、そのによって、そのによって、その職職職職務を務を務を務を代代代代行す行す行す行す

る。る。る。る。    

３３３３    理事は、理事会を構成し、理事は、理事会を構成し、理事は、理事会を構成し、理事は、理事会を構成し、この定この定この定この定款款款款の定め及び理事会のの定め及び理事会のの定め及び理事会のの定め及び理事会の決議決議決議決議にににに基基基基

づづづづき、当法人の業務をき、当法人の業務をき、当法人の業務をき、当法人の業務を執執執執行行行行する。する。する。する。    

４４４４    監監監監事は、次に掲げる事は、次に掲げる事は、次に掲げる事は、次に掲げる職職職職務を行う。務を行う。務を行う。務を行う。    

（１）理事の業務（１）理事の業務（１）理事の業務（１）理事の業務執執執執行の行の行の行の状況状況状況状況をををを監監監監査すること。査すること。査すること。査すること。    

（２）当法人（２）当法人（２）当法人（２）当法人の財の財の財の財産産産産のののの状況状況状況状況をををを監監監監査すること。査すること。査すること。査すること。    

（３）（３）（３）（３）前前前前２号の規定による２号の規定による２号の規定による２号の規定による監監監監査の査の査の査の結果結果結果結果、当法人の業務又は財、当法人の業務又は財、当法人の業務又は財、当法人の業務又は財産産産産に関しに関しに関しに関し

不不不不正の行正の行正の行正の行為為為為ままままたは法たは法たは法たは法令令令令もしくもしくもしくもしくは定は定は定は定款款款款にににに違反違反違反違反するするするする重大重大重大重大な事実な事実な事実な事実があることがあることがあることがあること

を発を発を発を発見見見見した場合には、これを総会または理事会に報した場合には、これを総会または理事会に報した場合には、これを総会または理事会に報した場合には、これを総会または理事会に報告告告告すること。すること。すること。すること。    

（４）（４）（４）（４）前前前前号の報号の報号の報号の報告告告告をするため必要がある場合には、総会ををするため必要がある場合には、総会ををするため必要がある場合には、総会ををするため必要がある場合には、総会を招集招集招集招集するこするこするこするこ

と。と。と。と。    

（５）理事の業務（５）理事の業務（５）理事の業務（５）理事の業務執執執執行の行の行の行の状況状況状況状況又は又は又は又は当法人の財当法人の財当法人の財当法人の財産産産産のののの状況状況状況状況について、理事について、理事について、理事について、理事

に意に意に意に意見見見見をををを述述述述べ、もしくは理事べ、もしくは理事べ、もしくは理事べ、もしくは理事会の会の会の会の招集招集招集招集をををを請求請求請求請求すること。すること。すること。すること。    

    

（任（任（任（任期期期期等）等）等）等）    

第第第第 17171717 条条条条    役役役役員の任員の任員の任員の任期期期期は、２年とする。たは、２年とする。たは、２年とする。たは、２年とする。ただだだだし、し、し、し、再再再再任を任を任を任を妨妨妨妨げない。げない。げない。げない。    

２２２２    前前前前項の規定にかか項の規定にかか項の規定にかか項の規定にかかわわわわらず、らず、らず、らず、後後後後任の任の任の任の役役役役員が員が員が員が選選選選任されていない場合に任されていない場合に任されていない場合に任されていない場合に

は、任は、任は、任は、任期期期期のののの末末末末日日日日後最初後最初後最初後最初の総の総の総の総会が会が会が会が終結終結終結終結するまでその任するまでその任するまでその任するまでその任期期期期をををを伸伸伸伸長する。長する。長する。長する。    

３３３３    補欠補欠補欠補欠のため、のため、のため、のため、就任した就任した就任した就任した役役役役員の任員の任員の任員の任期期期期は、は、は、は、前前前前任者の任者の任者の任者の任任任任期期期期のののの在在在在任任任任期間期間期間期間とととと

する。する。する。する。    

４４４４    役役役役員は、員は、員は、員は、辞辞辞辞任または任任または任任または任任または任期満期満期満期満了後了後了後了後においても、においても、においても、においても、後後後後任者が就任するま任者が就任するま任者が就任するま任者が就任するま

では、そのでは、そのでは、そのでは、その職職職職務を行務を行務を行務を行わわわわなけなけなけなければならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

    

（解（解（解（解    任）任）任）任）    

第第第第 11118888条条条条        理事が次の各号の理事が次の各号の理事が次の各号の理事が次の各号のいずれかにいずれかにいずれかにいずれかに該当該当該当該当するするするする場合は場合は場合は場合は、総会の、総会の、総会の、総会の決議決議決議決議

によりによりによりによりこれを解任することがこれを解任することがこれを解任することがこれを解任することができる。この場合、その理事に対し、議できる。この場合、その理事に対し、議できる。この場合、その理事に対し、議できる。この場合、その理事に対し、議

決する決する決する決する前前前前にににに弁明弁明弁明弁明の機会を与の機会を与の機会を与の機会を与ええええなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

（１）（１）（１）（１）心身心身心身心身のののの故障故障故障故障のため、のため、のため、のため、職職職職務の遂行に務の遂行に務の遂行に務の遂行に堪え堪え堪え堪えないと認められるとき。ないと認められるとき。ないと認められるとき。ないと認められるとき。    

（２）（２）（２）（２）職職職職務上の務上の務上の務上の義義義義務務務務違反違反違反違反その他理事としてその他理事としてその他理事としてその他理事としてふふふふささささわわわわしくない行しくない行しくない行しくない行為為為為ががががあっあっあっあっ



 
 

たたたたとき。とき。とき。とき。    

    

（（（（顧問顧問顧問顧問・・・・相談役相談役相談役相談役））））    

第第第第 19191919 条条条条    当法人の活動に助当法人の活動に助当法人の活動に助当法人の活動に助言言言言、、、、指導指導指導指導及び協及び協及び協及び協力力力力を得るため、を得るため、を得るため、を得るため、顧問顧問顧問顧問・・・・相談相談相談相談

役役役役を置き、を置き、を置き、を置き、相談役相談役相談役相談役は、は、は、は、富山県介護保険富山県介護保険富山県介護保険富山県介護保険担担担担当当当当課課課課長及び富山県長及び富山県長及び富山県長及び富山県国国国国民民民民健康健康健康健康保保保保

険団体連合会介護保険険団体連合会介護保険険団体連合会介護保険険団体連合会介護保険担担担担当当当当課課課課長をもって充てる。長をもって充てる。長をもって充てる。長をもって充てる。    

（報（報（報（報酬酬酬酬等）等）等）等）    

第第第第 22220000 条条条条        役役役役員の報員の報員の報員の報酬酬酬酬、、、、賞賞賞賞与その他の与その他の与その他の与その他の職職職職務務務務執執執執行の対行の対行の対行の対価価価価として当法人かとして当法人かとして当法人かとして当法人か

ら受ける財ら受ける財ら受ける財ら受ける財産産産産上の上の上の上の利益利益利益利益（以下「報（以下「報（以下「報（以下「報酬酬酬酬等」という。）は、総会の決議を等」という。）は、総会の決議を等」という。）は、総会の決議を等」という。）は、総会の決議を

もって定める。もって定める。もって定める。もって定める。    

（（（（取引取引取引取引の制の制の制の制限限限限））））    

第第第第 22221111 条条条条    理事が次に掲げる理事が次に掲げる理事が次に掲げる理事が次に掲げる取引取引取引取引をしをしをしをしようとする場合は、理事会においようとする場合は、理事会においようとする場合は、理事会においようとする場合は、理事会におい

て、そのて、そのて、そのて、その取引取引取引取引についてについてについてについて重重重重要な事要な事要な事要な事実を開実を開実を開実を開示示示示し、理事会の承認を得なけれし、理事会の承認を得なけれし、理事会の承認を得なけれし、理事会の承認を得なけれ

ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。    

（１）（１）（１）（１）自己自己自己自己又は第又は第又は第又は第三三三三者のためにする当法人の事業の部類に属する者のためにする当法人の事業の部類に属する者のためにする当法人の事業の部類に属する者のためにする当法人の事業の部類に属する取引取引取引取引。。。。    

（２）（２）（２）（２）自己自己自己自己又は第又は第又は第又は第三三三三者のためにする当法人との者のためにする当法人との者のためにする当法人との者のためにする当法人との取引取引取引取引。。。。    

（３）当法人がその理事の（３）当法人がその理事の（３）当法人がその理事の（３）当法人がその理事の債債債債務務務務をををを保保保保証証証証することその他理事以することその他理事以することその他理事以することその他理事以外外外外の者との者との者との者と

のののの間間間間における当法人とその理における当法人とその理における当法人とその理における当法人とその理事との事との事との事との利益利益利益利益がががが相反相反相反相反するするするする取引取引取引取引。。。。    

    

（（（（事務事務事務事務局局局局の設置の設置の設置の設置））））    

第第第第 22222222 条条条条    当法人当法人当法人当法人の事務をの事務をの事務をの事務を処処処処理するため、事務理するため、事務理するため、事務理するため、事務局局局局を設置すを設置すを設置すを設置する。る。る。る。    

２２２２    事務事務事務事務局局局局にににには、は、は、は、事務事務事務事務局局局局長及び必要な長及び必要な長及び必要な長及び必要な職職職職員を置く員を置く員を置く員を置く。。。。    

    

（（（（職職職職員の任員の任員の任員の任免免免免））））    

第第第第 22223333条条条条    事務事務事務事務局局局局長及び長及び長及び長及び職職職職員の任員の任員の任員の任免免免免は、会長が行う。は、会長が行う。は、会長が行う。は、会長が行う。    

第５章第５章第５章第５章    総総総総        会会会会    

（種（種（種（種    別）別）別）別）    

第第第第 22224444条条条条    当法人の総会は、当法人の総会は、当法人の総会は、当法人の総会は、通通通通常総会および常総会および常総会および常総会および臨時臨時臨時臨時総会の２種とする。総会の２種とする。総会の２種とする。総会の２種とする。    

２２２２    当法人の総会は、一般法人法に定める社員総会とする。当法人の総会は、一般法人法に定める社員総会とする。当法人の総会は、一般法人法に定める社員総会とする。当法人の総会は、一般法人法に定める社員総会とする。    

３３３３    当法人は、当法人は、当法人は、当法人は、通通通通常総会をもって、一般法人法に定める定常総会をもって、一般法人法に定める定常総会をもって、一般法人法に定める定常総会をもって、一般法人法に定める定時時時時社員総会社員総会社員総会社員総会

とする。とする。とする。とする。    



 
 

（構（構（構（構    成）成）成）成）    

第第第第 22225555 条条条条    総会は、正会員をもって構成する。総会は、正会員をもって構成する。総会は、正会員をもって構成する。総会は、正会員をもって構成する。    

    

（（（（権権権権    能能能能））））    

第第第第 22226666 条条条条    総会は、以下の事項について総会は、以下の事項について総会は、以下の事項について総会は、以下の事項について決議決議決議決議する。する。する。する。    

（（（（１１１１））））定定定定款款款款のののの変更変更変更変更    

（２）会員の除名（２）会員の除名（２）会員の除名（２）会員の除名    

（（（（３３３３）解）解）解）解散散散散及び及び及び及び残余残余残余残余財財財財産産産産のののの処分処分処分処分    

（（（（４４４４）合）合）合）合併併併併    

（（（（５５５５）事業）事業）事業）事業計画計画計画計画およびおよびおよびおよび収収収収支支支支予算予算予算予算に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項    

（（（（６）６）６）６）事業報事業報事業報事業報告告告告およびおよびおよびおよび収収収収支決支決支決支決算算算算に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項    

（（（（７７７７））））役役役役員の員の員の員の選選選選任任任任又は解任又は解任又は解任又は解任等に関する事項等に関する事項等に関する事項等に関する事項    

（８）（８）（８）（８）役役役役員の報員の報員の報員の報酬酬酬酬等の等の等の等の額額額額    

（（（（９９９９）入会金および会費に関する事項）入会金および会費に関する事項）入会金および会費に関する事項）入会金および会費に関する事項    

（（（（10101010））））借借借借入金（その事業年度内の入金（その事業年度内の入金（その事業年度内の入金（その事業年度内の収収収収入をもって入をもって入をもって入をもって償還償還償還償還するするするする短期借短期借短期借短期借入金を入金を入金を入金を

除く。第除く。第除く。第除く。第 55553333条において同じ。）その他条において同じ。）その他条において同じ。）その他条において同じ。）その他新新新新たなたなたなたな義義義義務の務の務の務の負担負担負担負担およびおよびおよびおよび権利権利権利権利のののの

放棄放棄放棄放棄    

（（（（11111111）事務）事務）事務）事務局局局局のののの組織組織組織組織および運営および運営および運営および運営    

（（（（12121212）その他当法人の運営に関する）その他当法人の運営に関する）その他当法人の運営に関する）その他当法人の運営に関する重重重重要事項要事項要事項要事項    

    

（開（開（開（開    催）催）催）催）    

第第第第 22227777 条条条条        通通通通常総会は、常総会は、常総会は、常総会は、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度のののの終了後終了後終了後終了後 3333かかかか月月月月以内に以内に以内に以内に開催する。開催する。開催する。開催する。    

２２２２    臨時臨時臨時臨時総会は、次の各号の総会は、次の各号の総会は、次の各号の総会は、次の各号のいずれかにいずれかにいずれかにいずれかに該当する場合に開催する。該当する場合に開催する。該当する場合に開催する。該当する場合に開催する。    

（１）理事会が必要と認め（１）理事会が必要と認め（１）理事会が必要と認め（１）理事会が必要と認め招集招集招集招集のののの請求請求請求請求をしたとき。をしたとき。をしたとき。をしたとき。    

（２）正会員総（２）正会員総（２）正会員総（２）正会員総数数数数の５の５の５の５分分分分の１以上の１以上の１以上の１以上から会議の目的である事から会議の目的である事から会議の目的である事から会議の目的である事項を記項を記項を記項を記載載載載しししし

た書た書た書た書面面面面をもってをもってをもってをもって招集招集招集招集のののの請求請求請求請求ががががあったとき。あったとき。あったとき。あったとき。    

（３）第（３）第（３）第（３）第16161616条第４項第４号の規定により、条第４項第４号の規定により、条第４項第４号の規定により、条第４項第４号の規定により、監監監監事から事から事から事から招集招集招集招集があったとき。があったとき。があったとき。があったとき。    

    

（（（（招招招招    集集集集））））    

第第第第 22228888条条条条    総会は、第総会は、第総会は、第総会は、第 22227777 条第２項第３号の場合を除き、会長が条第２項第３号の場合を除き、会長が条第２項第３号の場合を除き、会長が条第２項第３号の場合を除き、会長が招集招集招集招集する。する。する。する。    

２２２２    会長は、第会長は、第会長は、第会長は、第 22227777 条第２項第１号および第２号の規定による条第２項第１号および第２号の規定による条第２項第１号および第２号の規定による条第２項第１号および第２号の規定による請求請求請求請求があがあがあがあ

ったときは、その日からったときは、その日からったときは、その日からったときは、その日から 33330000 日以内に日以内に日以内に日以内に臨時臨時臨時臨時総会を総会を総会を総会を招集招集招集招集しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな

い。い。い。い。    

３３３３    総会を総会を総会を総会を招集招集招集招集するときは、会するときは、会するときは、会するときは、会議の日議の日議の日議の日時時時時、場所、目的および、場所、目的および、場所、目的および、場所、目的および審審審審議事項議事項議事項議事項



 
 

を記を記を記を記載載載載した書した書した書した書面面面面をもって、をもって、をもって、をもって、少少少少なくともなくともなくともなくとも 10101010 日日日日前前前前までにまでにまでにまでに通通通通知しなければな知しなければな知しなければな知しなければな

らない。らない。らない。らない。    

    

（議（議（議（議    長）長）長）長）    

第第第第 29292929 条条条条        総会の議長は、総会の議長は、総会の議長は、総会の議長は、その総会において、出その総会において、出その総会において、出その総会において、出席席席席した正会員のした正会員のした正会員のした正会員の中中中中かかかか

らららら選選選選出する。出する。出する。出する。    

    

（定（定（定（定足数足数足数足数））））    

第第第第 33330000 条条条条        総会は、正会員総総会は、正会員総総会は、正会員総総会は、正会員総数数数数の２の２の２の２分分分分の１以上の出の１以上の出の１以上の出の１以上の出席席席席がなければ開会がなければ開会がなければ開会がなければ開会

することができない。することができない。することができない。することができない。    

    

（（（（決決決決    議議議議））））    

第第第第 33331111 条条条条    総会における総会における総会における総会における決議決議決議決議事項は、第事項は、第事項は、第事項は、第 22228888条第３項の規定によってあ条第３項の規定によってあ条第３項の規定によってあ条第３項の規定によってあ

らかじめらかじめらかじめらかじめ通通通通知した事項とする。知した事項とする。知した事項とする。知した事項とする。    

２２２２    総会の議事は、この定総会の議事は、この定総会の議事は、この定総会の議事は、この定款款款款にににに規定するものの規定するものの規定するものの規定するもののほほほほか、出か、出か、出か、出席席席席した正会員した正会員した正会員した正会員

のののの過半数過半数過半数過半数をもって決し、をもって決し、をもって決し、をもって決し、可可可可否否否否同同同同数数数数のときは、議長の決するとこのときは、議長の決するとこのときは、議長の決するとこのときは、議長の決するところろろろによによによによ

る。る。る。る。    

    

（（（（議議議議決決決決権権権権等）等）等）等）    

第第第第 33332222 条条条条    各正会員は、各正会員は、各正会員は、各正会員は、各各各各 1111 個の議決個の議決個の議決個の議決権権権権を有する。を有する。を有する。を有する。    

２２２２    ややややむむむむを得ない理を得ない理を得ない理を得ない理由由由由のたのたのたのため総会に出め総会に出め総会に出め総会に出席席席席できない正会員は、あらかじできない正会員は、あらかじできない正会員は、あらかじできない正会員は、あらかじ

めめめめ通通通通知された事項について知された事項について知された事項について知された事項について書書書書面面面面をもって、又は他の正会員ををもって、又は他の正会員ををもって、又は他の正会員ををもって、又は他の正会員を代代代代理人と理人と理人と理人と

してしてしてして議議議議決決決決権権権権の行の行の行の行使使使使ををををすることができる。することができる。することができる。することができる。    

３３３３    前前前前項の規定により項の規定により項の規定により項の規定により議議議議決決決決権権権権を行を行を行を行使使使使した正会員は、第した正会員は、第した正会員は、第した正会員は、第 33330000 条、第条、第条、第条、第 33331111 条条条条

第２項、第第２項、第第２項、第第２項、第 33333333条第１項第２号および第条第１項第２号および第条第１項第２号および第条第１項第２号および第 55555555 条の条の条の条の適適適適用については、総会用については、総会用については、総会用については、総会

に出に出に出に出席席席席したものとしたものとしたものとしたものとみみみみなす。なす。なす。なす。    

４４４４    総会の議決について、総会の議決について、総会の議決について、総会の議決について、特特特特別別別別のののの利害利害利害利害関係を有する正会員は、その議関係を有する正会員は、その議関係を有する正会員は、その議関係を有する正会員は、その議

事の事の事の事の決議決議決議決議にににに加わ加わ加わ加わることがでることがでることがでることができない。きない。きない。きない。    

    

（議事録）（議事録）（議事録）（議事録）    

第第第第 33333333条条条条    総会の議事については、次の事項を記総会の議事については、次の事項を記総会の議事については、次の事項を記総会の議事については、次の事項を記載載載載した議事録をした議事録をした議事録をした議事録を作作作作成し成し成し成し

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

（１）日（１）日（１）日（１）日時時時時および場所および場所および場所および場所    

（２（２（２（２）正会員総）正会員総）正会員総）正会員総数数数数および出および出および出および出席席席席者者者者数数数数（書（書（書（書面面面面議議議議決者決者決者決者又は又は又は又は議議議議決決決決権権権権委委委委任者があ任者があ任者があ任者があ

る場合にあっては、そのる場合にあっては、そのる場合にあっては、そのる場合にあっては、その数数数数をををを付付付付記すること。）記すること。）記すること。）記すること。）    



 
 

（３）（３）（３）（３）審審審審議事項議事項議事項議事項    

（４）議事の経（４）議事の経（４）議事の経（４）議事の経過過過過のののの概概概概要および要および要および要および決議決議決議決議のののの結果結果結果結果    

（５）議事録（５）議事録（５）議事録（５）議事録署署署署名人の名人の名人の名人の選選選選任に関する事項任に関する事項任に関する事項任に関する事項    

２２２２    議事録には、議長およびそ議事録には、議長およびそ議事録には、議長およびそ議事録には、議長およびその会議においての会議においての会議においての会議において選選選選任された議事録任された議事録任された議事録任された議事録署署署署名名名名

人２人以上が人２人以上が人２人以上が人２人以上が署署署署名、名、名、名、押印押印押印押印ししししなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

    

第６章第６章第６章第６章    理理理理    事事事事    会会会会    

    

（構（構（構（構    成）成）成）成）    

第第第第 33334444条条条条    理事会は、理事会は、理事会は、理事会は、すべてのすべてのすべてのすべての理事をもって構成する。理事をもって構成する。理事をもって構成する。理事をもって構成する。    

    

（（（（権権権権    能能能能））））    

第第第第 33335555 条条条条        理事会は、理事会は、理事会は、理事会は、一般法人法及び一般法人法及び一般法人法及び一般法人法及びこの定この定この定この定款款款款で定めるものので定めるものので定めるものので定めるもののほほほほか、か、か、か、

次の事項を議決する。次の事項を議決する。次の事項を議決する。次の事項を議決する。    

（１）総会に（１）総会に（１）総会に（１）総会に付付付付議すべき議すべき議すべき議すべき事項事項事項事項    

（２）総会の（２）総会の（２）総会の（２）総会の決議決議決議決議した事項のした事項のした事項のした事項の執執執執行に関する事項行に関する事項行に関する事項行に関する事項    

（３）その他総会の（３）その他総会の（３）その他総会の（３）その他総会の決議決議決議決議を要しない会務のを要しない会務のを要しない会務のを要しない会務の執執執執行に関する事項行に関する事項行に関する事項行に関する事項    

    

（開（開（開（開    催）催）催）催）    

第第第第 33336666 条条条条        理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。    

（１）会長が必要と認めたとき。（１）会長が必要と認めたとき。（１）会長が必要と認めたとき。（１）会長が必要と認めたとき。    

（２）理事総（２）理事総（２）理事総（２）理事総数数数数の３の３の３の３分分分分の１以上かの１以上かの１以上かの１以上から会議の目的である事項を記ら会議の目的である事項を記ら会議の目的である事項を記ら会議の目的である事項を記載載載載したしたしたした

書書書書面面面面をもってをもってをもってをもって招集招集招集招集のののの請求請求請求請求があがあがあがあったとき。ったとき。ったとき。ったとき。    

（３）第（３）第（３）第（３）第 16161616 条第４項第５号の規定により、条第４項第５号の規定により、条第４項第５号の規定により、条第４項第５号の規定により、監監監監事から事から事から事から招集招集招集招集のののの請求請求請求請求があっがあっがあっがあっ

たとき。たとき。たとき。たとき。    

    

（（（（招招招招    集集集集））））    

第第第第 33337777 条条条条    理理理理事会は、会長が事会は、会長が事会は、会長が事会は、会長が招集招集招集招集する。する。する。する。    

２２２２    会長は、第会長は、第会長は、第会長は、第 33336666 条第２号および第３号の規定による条第２号および第３号の規定による条第２号および第３号の規定による条第２号および第３号の規定による請求請求請求請求があったとがあったとがあったとがあったと

きは、そきは、そきは、そきは、その日からの日からの日からの日から 11114444日以内日以内日以内日以内に理事会をに理事会をに理事会をに理事会を招集招集招集招集しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    

３３３３    理事会を理事会を理事会を理事会を招集招集招集招集するときは、会するときは、会するときは、会するときは、会議の日議の日議の日議の日時時時時、場所、目的および、場所、目的および、場所、目的および、場所、目的および審審審審議事議事議事議事

項を記項を記項を記項を記載載載載した書した書した書した書面面面面をもって、をもって、をもって、をもって、少少少少なくとも７日なくとも７日なくとも７日なくとも７日前前前前までにまでにまでにまでに通通通通知しなければ知しなければ知しなければ知しなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。    

    

（議（議（議（議    長）長）長）長）    

第第第第 33338888条条条条    理事会の議長は、会長がこれに当たる。理事会の議長は、会長がこれに当たる。理事会の議長は、会長がこれに当たる。理事会の議長は、会長がこれに当たる。    



 
 

    

（（（（決決決決    議）議）議）議）    

第第第第 33339999 条条条条    理事会における理事会における理事会における理事会における決議決議決議決議事項は、第事項は、第事項は、第事項は、第 33337777 条第３項の規定によってあ条第３項の規定によってあ条第３項の規定によってあ条第３項の規定によってあ

らかじめらかじめらかじめらかじめ通通通通知した事項とする。知した事項とする。知した事項とする。知した事項とする。    

２２２２    理事会の理事会の理事会の理事会の決議決議決議決議は、は、は、は、議決議決議決議決を行を行を行を行使使使使できるできるできるできる理事総理事総理事総理事総数数数数のののの過半数過半数過半数過半数以上以上以上以上がががが出出出出席席席席

し、そのし、そのし、そのし、その過半数過半数過半数過半数以上以上以上以上をもってをもってをもってをもって行う。行う。行う。行う。可否可否可否可否同同同同数数数数のときは、議長の決するのときは、議長の決するのときは、議長の決するのときは、議長の決する

とことことこところろろろによる。による。による。による。    

    

（（（（議決議決議決議決権権権権等）等）等）等）    

第第第第 44440000 条条条条    各理事の各理事の各理事の各理事の議決議決議決議決権権権権は、平等なるものとする。は、平等なるものとする。は、平等なるものとする。は、平等なるものとする。    

２２２２    ややややむむむむを得ない理を得ない理を得ない理を得ない理由由由由のため理のため理のため理のため理事会に出事会に出事会に出事会に出席席席席できない理事は、あらかじできない理事は、あらかじできない理事は、あらかじできない理事は、あらかじ

めめめめ通通通通知された事項について知された事項について知された事項について知された事項について書書書書面面面面をもってをもってをもってをもって議決議決議決議決権権権権を行を行を行を行使使使使することができすることができすることができすることができ

る。る。る。る。    

３３３３    前前前前項の規定により項の規定により項の規定により項の規定により議決議決議決議決権権権権を行を行を行を行使使使使した理事は、第した理事は、第した理事は、第した理事は、第 44441111 条第１項第２号条第１項第２号条第１項第２号条第１項第２号

のののの適適適適用については、理事会に出用については、理事会に出用については、理事会に出用については、理事会に出席席席席ししししたものとたものとたものとたものとみみみみなす。なす。なす。なす。    

４４４４    理事会の理事会の理事会の理事会の決議決議決議決議について、について、について、について、特特特特別の別の別の別の利害利害利害利害関係を有する理事は、その議関係を有する理事は、その議関係を有する理事は、その議関係を有する理事は、その議

事の事の事の事の決議決議決議決議にににに加わ加わ加わ加わることがでることがでることがでることができない。きない。きない。きない。    

    

（議事録）（議事録）（議事録）（議事録）    

第第第第 44441111 条条条条        理事会の議事については、次の事項を記理事会の議事については、次の事項を記理事会の議事については、次の事項を記理事会の議事については、次の事項を記載載載載した議事録をした議事録をした議事録をした議事録を作作作作

成しなければならない。成しなければならない。成しなければならない。成しなければならない。    

（１）日（１）日（１）日（１）日時時時時およおよおよおよび場所び場所び場所び場所    

（２）理事総（２）理事総（２）理事総（２）理事総数数数数、出、出、出、出席席席席者者者者数数数数および出および出および出および出席席席席者者者者氏氏氏氏名（書名（書名（書名（書面面面面議決議決議決議決者にあっては、者にあっては、者にあっては、者にあっては、

そのそのそのその旨旨旨旨をををを付付付付記すること。）記すること。）記すること。）記すること。）    

（３）（３）（３）（３）審審審審議事項議事項議事項議事項    

（４）議事の経（４）議事の経（４）議事の経（４）議事の経過過過過のののの概概概概要および要および要および要および決議決議決議決議のののの結果結果結果結果    

（５）議事録（５）議事録（５）議事録（５）議事録署署署署名人の名人の名人の名人の選選選選任に関する事項任に関する事項任に関する事項任に関する事項    

２２２２    議事録には、議長およびそ議事録には、議長およびそ議事録には、議長およびそ議事録には、議長およびその会議においての会議においての会議においての会議において選選選選任された議事録任された議事録任された議事録任された議事録署署署署名名名名

人２人以上が人２人以上が人２人以上が人２人以上が署署署署名、名、名、名、押印押印押印押印ししししなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

    

第７章第７章第７章第７章    資資資資産産産産および会および会および会および会計計計計    

（資（資（資（資産産産産の構成）の構成）の構成）の構成）    

第第第第 44442222 条条条条    当法人の資当法人の資当法人の資当法人の資産産産産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。は、次の各号に掲げるものをもって構成する。は、次の各号に掲げるものをもって構成する。は、次の各号に掲げるものをもって構成する。    

（１）設（１）設（１）設（１）設立立立立当当当当初初初初の財の財の財の財産産産産目録に記目録に記目録に記目録に記載載載載された資された資された資された資産産産産    

（２）会費（２）会費（２）会費（２）会費    

（３）寄（３）寄（３）寄（３）寄付付付付金金金金品品品品    



 
 

（（（（４４４４）財）財）財）財産産産産から生じるから生じるから生じるから生じる収収収収入入入入    

（（（（５５５５）事業）事業）事業）事業にににに伴伴伴伴うううう収収収収入入入入    

（（（（６６６６）その他の）その他の）その他の）その他の収収収収入入入入    

    

（資（資（資（資産産産産のののの区分区分区分区分））））    

第第第第 44443333条条条条    当法人の資当法人の資当法人の資当法人の資産産産産は、事業に関する資は、事業に関する資は、事業に関する資は、事業に関する資産産産産とする。とする。とする。とする。    

    

（資（資（資（資産産産産のののの管管管管理）理）理）理）    

第第第第 44444444条条条条    当法人の資当法人の資当法人の資当法人の資産産産産は、会長がは、会長がは、会長がは、会長が管管管管理し、その理し、その理し、その理し、その方方方方法は、総会の法は、総会の法は、総会の法は、総会の決議決議決議決議をををを

経て、会長が別に定める。経て、会長が別に定める。経て、会長が別に定める。経て、会長が別に定める。    

    

（会（会（会（会計計計計のののの原原原原則）則）則）則）    

第第第第 44445555 条条条条    当法人の会当法人の会当法人の会当法人の会計計計計は、一般法人法第は、一般法人法第は、一般法人法第は、一般法人法第 119119119119 条に掲げる条に掲げる条に掲げる条に掲げる原原原原則に従って則に従って則に従って則に従って

行うものとする。行うものとする。行うものとする。行うものとする。    

    

（会（会（会（会計計計計のののの区分区分区分区分））））    

第第第第 44446666 条条条条    当法人の会当法人の会当法人の会当法人の会計計計計は、事業に関する会は、事業に関する会は、事業に関する会は、事業に関する会計計計計とする。とする。とする。とする。    

    

（事業（事業（事業（事業計画計画計画計画およびおよびおよびおよび予算予算予算予算））））    

第第第第 44447777 条条条条    当法人の事業当法人の事業当法人の事業当法人の事業計画計画計画計画およびこれにおよびこれにおよびこれにおよびこれに伴伴伴伴うううう収収収収支支支支予算予算予算予算は、会長がは、会長がは、会長がは、会長が作作作作成成成成

し、総会の議決を経なければなし、総会の議決を経なければなし、総会の議決を経なければなし、総会の議決を経なければならない。らない。らない。らない。    

    

（（（（暫暫暫暫定定定定予算予算予算予算））））    

第第第第 44448888条条条条    前前前前条の規定にかか条の規定にかか条の規定にかか条の規定にかかわわわわらず、らず、らず、らず、ややややむむむむを得ない理を得ない理を得ない理を得ない理由由由由によりによりによりにより予算予算予算予算が成が成が成が成

立立立立しないときは、会長は、理事しないときは、会長は、理事しないときは、会長は、理事しないときは、会長は、理事会の議決を経て、会の議決を経て、会の議決を経て、会の議決を経て、予算予算予算予算成成成成立立立立の日までの日までの日までの日まで前前前前

事業年度の事業年度の事業年度の事業年度の予算予算予算予算にににに準準準準じじじじ収収収収入支出することができる。入支出することができる。入支出することができる。入支出することができる。    

２２２２    前前前前項の項の項の項の収収収収入支出は、入支出は、入支出は、入支出は、新新新新たに成たに成たに成たに成立立立立したしたしたした予算予算予算予算のののの収収収収入支出と入支出と入支出と入支出とみみみみなす。なす。なす。なす。    

    

（（（（予予予予備費の設定および備費の設定および備費の設定および備費の設定および使使使使用）用）用）用）    

第第第第 44449999 条条条条    予算超過予算超過予算超過予算超過またはまたはまたはまたは予算外予算外予算外予算外の支出に充てるため、の支出に充てるため、の支出に充てるため、の支出に充てるため、予算中予算中予算中予算中にににに予予予予備費備費備費備費

を設けることができる。を設けることができる。を設けることができる。を設けることができる。    

２２２２    予予予予備費を備費を備費を備費を使使使使用するときは、理事会の用するときは、理事会の用するときは、理事会の用するときは、理事会の決議決議決議決議を経なければならない。を経なければならない。を経なければならない。を経なければならない。    

    

（（（（予算予算予算予算のののの追加追加追加追加およびおよびおよびおよび更更更更正）正）正）正）    

第第第第 55550000 条条条条    予算予算予算予算決議決議決議決議後後後後にやにやにやにやむむむむを得ないを得ないを得ないを得ない事事事事由由由由が生じたときはが生じたときはが生じたときはが生じたときは、総会の、総会の、総会の、総会の決議決議決議決議

を経て、を経て、を経て、を経て、既既既既定定定定予算予算予算予算のののの追加追加追加追加またはまたはまたはまたは更更更更正をすることができる。正をすることができる。正をすることができる。正をすることができる。    



 
 

（事業報（事業報（事業報（事業報告告告告および決および決および決および決算算算算））））    

第第第第 55551111 条条条条    当法人の事業報当法人の事業報当法人の事業報当法人の事業報告告告告書、書、書、書、収収収収支支支支計算計算計算計算書、書、書、書、貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表および財および財および財および財産産産産目目目目

録等の決録等の決録等の決録等の決算算算算に関する書類は、に関する書類は、に関する書類は、に関する書類は、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度終了後終了後終了後終了後、、、、速速速速やかに、会長がやかに、会長がやかに、会長がやかに、会長が作作作作

成し、成し、成し、成し、監監監監事の事の事の事の監監監監査を受け、総会の査を受け、総会の査を受け、総会の査を受け、総会の決議決議決議決議を経なければならない。を経なければならない。を経なければならない。を経なければならない。    

２２２２    決決決決算算算算上上上上剰余剰余剰余剰余金を生じたときは、次事業年度に金を生じたときは、次事業年度に金を生じたときは、次事業年度に金を生じたときは、次事業年度に繰繰繰繰りりりり越越越越すものとする。すものとする。すものとする。すものとする。    

    

（事業年度）（事業年度）（事業年度）（事業年度）    

第第第第 55552222 条条条条    当法人の事業年度は、当法人の事業年度は、当法人の事業年度は、当法人の事業年度は、毎毎毎毎年年年年 4444 月月月月１日に１日に１日に１日に始始始始まりまりまりまり翌翌翌翌年年年年 3333 月月月月 33331111 日日日日

にににに終わ終わ終わ終わる。る。る。る。    

    

（（（（剰余剰余剰余剰余金の金の金の金の処分処分処分処分制制制制限限限限））））    

第第第第 55553333条条条条    当法人は当法人は当法人は当法人は剰余剰余剰余剰余金の金の金の金の分配分配分配分配をすることができない。をすることができない。をすることができない。をすることができない。    

    

（（（（臨臨臨臨機の機の機の機の措措措措置）置）置）置）    

第第第第 55554444条条条条    予算予算予算予算をもって定めるもののをもって定めるもののをもって定めるもののをもって定めるもののほほほほか、か、か、か、借借借借入金の入金の入金の入金の借借借借入れその他入れその他入れその他入れその他新新新新たたたた

なななな義義義義務の務の務の務の負担負担負担負担をし、またはをし、またはをし、またはをし、または権利権利権利権利のののの放棄放棄放棄放棄をしようとするときは、総会のをしようとするときは、総会のをしようとするときは、総会のをしようとするときは、総会の

決議決議決議決議を経なければならない。を経なければならない。を経なければならない。を経なければならない。    

    

第８章第８章第８章第８章    定定定定款款款款のののの変更変更変更変更、解、解、解、解散散散散および合および合および合および合併併併併    

    

（定（定（定（定款款款款のののの変更変更変更変更））））    

第第第第 55555555 条条条条    当法人が定当法人が定当法人が定当法人が定款款款款をををを変更変更変更変更しようしようしようしようとするときは、総会に出とするときは、総会に出とするときは、総会に出とするときは、総会に出席席席席した正した正した正した正

会員の会員の会員の会員の３３３３分分分分のののの２２２２以上の以上の以上の以上の多数多数多数多数によによによによるるるる決議決議決議決議をををを経て行経て行経て行経て行わわわわれる。れる。れる。れる。    

    

（解（解（解（解    散散散散））））    

第第第第 56565656 条条条条    当法人は、次に掲げる事当法人は、次に掲げる事当法人は、次に掲げる事当法人は、次に掲げる事由由由由により解により解により解により解散散散散する。する。する。する。    

（１）総会の決議（１）総会の決議（１）総会の決議（１）総会の決議    

（２）目的とする事業の成（２）目的とする事業の成（２）目的とする事業の成（２）目的とする事業の成功功功功のののの不能不能不能不能    

（３）正会員の（３）正会員の（３）正会員の（３）正会員の欠欠欠欠亡亡亡亡    

（４）合（４）合（４）合（４）合併併併併    

（５）（５）（５）（５）破産破産破産破産    

２２２２    前前前前項項項項第１号の事第１号の事第１号の事第１号の事由由由由によりこによりこによりこによりこの法人が解の法人が解の法人が解の法人が解散散散散するするするする決議決議決議決議は、正会員総は、正会員総は、正会員総は、正会員総数数数数

のののの半数半数半数半数以上であって、その議決以上であって、その議決以上であって、その議決以上であって、その議決権権権権のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上にあたるにあたるにあたるにあたる多数多数多数多数をもっをもっをもっをもっ

て行て行て行て行わわわわなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

    



 
 

（（（（残余残余残余残余財財財財産産産産のののの帰帰帰帰属）属）属）属）    

第第第第 57575757 条条条条    当法人が解当法人が解当法人が解当法人が解散散散散（合（合（合（合併併併併またはまたはまたはまたは破破破破産産産産による解による解による解による解散散散散を除く。）したを除く。）したを除く。）したを除く。）した時時時時

は、有するは、有するは、有するは、有する残余残余残余残余財財財財産産産産を総会のを総会のを総会のを総会の決議決議決議決議を経て、当法人と類を経て、当法人と類を経て、当法人と類を経て、当法人と類似似似似の事業目的をの事業目的をの事業目的をの事業目的を

有する有する有する有する公益公益公益公益法人に法人に法人に法人に贈贈贈贈与するものとする。与するものとする。与するものとする。与するものとする。    

    

（合（合（合（合    併併併併））））    

第第第第 55558888条条条条    当法人が合当法人が合当法人が合当法人が合併併併併しようとするしようとするしようとするしようとする決議決議決議決議は、総会において正会員総は、総会において正会員総は、総会において正会員総は、総会において正会員総数数数数

のののの半数半数半数半数以上であって、その議決以上であって、その議決以上であって、その議決以上であって、その議決権権権権のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上にあたるにあたるにあたるにあたる多数多数多数多数をもっをもっをもっをもっ

て行て行て行て行わわわわなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

    

第９章第９章第９章第９章    公告公告公告公告のののの方方方方法法法法    

    

（（（（公告公告公告公告のののの方方方方法）法）法）法）    

第第第第 59595959 条条条条    当法人の当法人の当法人の当法人の公告公告公告公告は、主たる事務所のは、主たる事務所のは、主たる事務所のは、主たる事務所の公衆公衆公衆公衆のののの見見見見やすい場所に掲やすい場所に掲やすい場所に掲やすい場所に掲示示示示

するするするする方方方方法により行う。法により行う。法により行う。法により行う。    

    

第第第第 10101010 章章章章    雑雑雑雑        則則則則    

    

（（（（細細細細    則）則）則）則）    

第第第第60606060条条条条    この定この定この定この定款款款款に定めるもののに定めるもののに定めるもののに定めるもののほほほほか、当法人の運営に必要なか、当法人の運営に必要なか、当法人の運営に必要なか、当法人の運営に必要な細細細細則は、則は、則は、則は、

理事会の理事会の理事会の理事会の決議決議決議決議を経て、会長がを経て、会長がを経て、会長がを経て、会長がこれを定める。これを定める。これを定める。これを定める。    

    

第第第第 11111111 章章章章    附附附附        則則則則    

    

（（（（最初最初最初最初の事業年度）の事業年度）の事業年度）の事業年度）    

第第第第 61616161 条条条条    当法人の当法人の当法人の当法人の最初最初最初最初の事業年度は、当法人の成の事業年度は、当法人の成の事業年度は、当法人の成の事業年度は、当法人の成立立立立の日から平成の日から平成の日から平成の日から平成 22226666 年年年年

3333 月月月月 33331111 日までとする。日までとする。日までとする。日までとする。    

    

（設（設（設（設立時立時立時立時役役役役員員員員））））    

第第第第 62626262 条条条条    当法人の当法人の当法人の当法人の設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事及び設及び設及び設及び設立時立時立時立時代表代表代表代表理事は、次の理事は、次の理事は、次の理事は、次のとおとおとおとおりりりりであであであであ

るるるる。。。。    

                設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                髙髙髙髙原原原原    啓啓啓啓生生生生    

                        設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                竹竹竹竹内内内内    嘉伸嘉伸嘉伸嘉伸    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                芝木芝木芝木芝木    直美直美直美直美    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                黒田黒田黒田黒田    紀代美紀代美紀代美紀代美    



 
 

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                野村野村野村野村    明子明子明子明子    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                宮宮宮宮内内内内    友子友子友子友子    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                山山山山口口口口    京子京子京子京子    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                坂東坂東坂東坂東    みゆ紀みゆ紀みゆ紀みゆ紀    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                越越越越    友子友子友子友子    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                小林小林小林小林    邦子邦子邦子邦子    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                小小小小山山山山    尚尚尚尚    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                加藤加藤加藤加藤    豊子豊子豊子豊子    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                吉田吉田吉田吉田    克彦克彦克彦克彦    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                野口野口野口野口    雅司雅司雅司雅司    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                上山上山上山上山    勝史勝史勝史勝史    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                串田串田串田串田    美代志美代志美代志美代志    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                平平平平田田田田    洋洋洋洋介介介介    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                茂古沼茂古沼茂古沼茂古沼    江里江里江里江里    

            設設設設立時立時立時立時理事理事理事理事                黒田黒田黒田黒田    正一正一正一正一    

            設設設設立時代表立時代表立時代表立時代表理事理事理事理事        髙髙髙髙原原原原    啓啓啓啓生生生生    

            設設設設立時立時立時立時監監監監事事事事                荒木荒木荒木荒木    富富富富美子美子美子美子    

            設設設設立時立時立時立時監監監監事事事事                中田中田中田中田    康康康康則則則則    

                

（設（設（設（設立時立時立時立時社員社員社員社員のののの氏氏氏氏名及び住所）名及び住所）名及び住所）名及び住所）    

第第第第 66663333条条条条    当法人の設当法人の設当法人の設当法人の設立時立時立時立時社員社員社員社員のののの氏氏氏氏名及び住所は、次の名及び住所は、次の名及び住所は、次の名及び住所は、次のとおとおとおとおりりりりであるであるであるである。。。。    

            住住住住                        所所所所    富山市下富山市下富山市下富山市下大久大久大久大久保保保保 2295229522952295 番地１番地１番地１番地１    

            設設設設立時立時立時立時社員社員社員社員        髙髙髙髙原原原原    啓啓啓啓生生生生    

            住住住住                        所所所所    富山県富山県富山県富山県射水射水射水射水市市市市西西西西高高高高木木木木 555533333333番地番地番地番地    

            設設設設立時立時立時立時社員社員社員社員        竹竹竹竹内内内内    嘉伸嘉伸嘉伸嘉伸    

            住住住住                        所所所所    富山県富山県富山県富山県射水射水射水射水市市市市川川川川口口口口 888822222222 番地番地番地番地    

            設設設設立時立時立時立時社員社員社員社員        芝木芝木芝木芝木    直美直美直美直美    

            住住住住                        所所所所    富山県富山県富山県富山県中新中新中新中新川郡川郡川郡川郡立立立立山町山町山町山町榎榎榎榎 76767676 番地番地番地番地 8888        

            設設設設立時立時立時立時社員社員社員社員        黒田黒田黒田黒田    正一正一正一正一        

    

（法（法（法（法令令令令のののの準拠準拠準拠準拠））））    

第第第第 66664444条条条条    この定この定この定この定款款款款にににに規定の規定の規定の規定のない事項はない事項はない事項はない事項は、すべて一般法人、すべて一般法人、すべて一般法人、すべて一般法人法法法法及び及び及び及び他の他の他の他の法法法法

令令令令によるによるによるによるとことことこところろろろとすとすとすとする。る。る。る。    



 
 

 平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年５５５５月月月月１１１１日日日日    

    

            

    

付付付付則則則則    

    

（（（（追加追加追加追加条条条条文文文文））））    

１１１１．．．．（（（（剰余剰余剰余剰余金の金の金の金の処分処分処分処分制制制制限限限限））））    

第第第第 55553333条を条を条を条を追加追加追加追加する。する。する。する。    

以以以以降降降降各条各条各条各条文文文文番号を番号を番号を番号を繰繰繰繰りりりり下下下下げるげるげるげる。。。。    

    

（施行（施行（施行（施行時期時期時期時期））））    

            この定この定この定この定款款款款は平成は平成は平成は平成 26262626 年年年年 6666月月月月 17171717 日より施行する。日より施行する。日より施行する。日より施行する。    

    

（（（（変更変更変更変更））））    

２２２２．．．．（年会費及び会費）（年会費及び会費）（年会費及び会費）（年会費及び会費）    

            第第第第 8888条を条を条を条を変更変更変更変更する。する。する。する。    

    

（施行（施行（施行（施行期間期間期間期間））））    

            この定この定この定この定款款款款は平成は平成は平成は平成 27272727 年年年年 6666月月月月 25252525 日より施行する。日より施行する。日より施行する。日より施行する。    

        

        

    


